
  令和６年５月 27日      富 山 県 報        第 5235号  1   

  

 

 

 

 

 
第5235号 

 

  目      次  
    

   告  示 

 ○令和６年度管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会  １ 

 ○富山県収入証紙売りさばき人の住所及び売りさばき所の変更      ２ 

 ○土地改良事業計画変更に関する適否決定及び書類の縦覧        ３ 

   公  告 

 ○軽油引取税に係る特約業者の指定の取消し               

 ○土地改良区の役員の就退任                     ４ 

   正  誤 

 ○令和６年３月30日付け号外富山県規則第31号             ５ 

 ○令和６年３月29日付け号外⑹富山県訓令第５号            ６ 
 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告      示 
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富山県告示第231号 

   令和６年度管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会 

   について 

 理容師法（昭和22年法律第 234号）第11条の４第２項及び美容師法（昭和32年法 

律第 163号）第12条の３第２項の規定により令和６年度管理理容師資格認定講習会 

及び管理美容師資格認定講習会を次のとおり指定したので、告示する。 

  令和６年５月27日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 主催者の名称及び住所 

 ⑴ 名称 公益財団法人理容師美容師試験研修センター 

 ⑵ 住所 東京都渋谷区笹塚２－１－６ JMFビル笹塚０１（８階） 

２ 講習日程及び講習科目 
 

日程 年月日 午前 午後 

  

毎週月.水.金曜日発行 
令和６年５月27日 

月 曜 日 
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第１日 令和６年12月２日 公衆衛生 １時間 衛生管理 ２時間 公衆衛生 ３時間 

第２日 令和６年12月３日 衛生管理 ３時間 衛生管理 ３時間 

第３日 令和６年12月10日 衛生管理 ３時間 衛生管理 ３時間 

計 18時間 

３ 受講料 20,000円 

４ 受講予定人員 管理理容師 ５名 

         管理美容師 55名 

５ 講習会場の名称及び所在地 

 ⑴ 名称 富山県農協会館 

 ⑵ 所在地 富山市総曲輪２番21号 

６ 会場の運営及び設営の窓口となる事務所の名称及び所在地 

 ⑴ 名称 公益財団法人理容師美容師試験研修センター 

 ⑵ 所在地 東京都渋谷区笹塚２－１－６ JMFビル笹塚０１（８階） 

 

 

富山県告示第232号 

   富山県収入証紙売りさばき人の住所及び売りさばき所の変更について 

 次のとおり富山県収入証紙売りさばき人の住所及び売りさばき所の変更の届出が 

あったので、告示する。 

  令和６年５月27日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 売りさばき人 石黒芳子 

２ 売りさばき人の住所及び売りさばき所 
 

 変更後 変更前 変更年月日 

売りさばき人 
の住所 

富山市神通本町二丁目
２番19－1003号 

富山市白銀町８番10－ 
1005号 

令和６年４月３日 

売りさばき所 富山市下赤江町一丁目
13番１号 

同上 令和６年４月28日 
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富山県告示第233号 

   土地改良事業計画変更に関する適否決定及び書類の縦覧について 

 外輪野用水土地改良区から申請のあった外輪野南地区の土地改良事業計画変更に 

ついては、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第48条第９項において準用する同 

法第８条第１項の規定により、令和６年５月16日適当と決定したので、同条第６項 

の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。 

  令和６年５月27日 

                    富山県知事  新  田  八  朗   

１  縦覧に供すべき書類 

  土地改良事業計画書の写し 

  定款の写し 

２  縦覧の期間 

  令和６年５月27日から 

  令和６年６月24日まで 

３  縦覧の場所 

  富山市役所 
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公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

軽油引取税に係る特約業者の指定の取消し 

 富山県総合県税事務所長から、富山県税条例（昭和29年富山県条例第16号）第 

 132条第２項の規定により次のとおり軽油引取税に係る特約業者の指定を取り消し 

た旨の報告があったので、公表する。 

  令和６年５月27日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 特約業者の名称 

  有限会社 アルペン石油 

２ 主たる事務所の所在地 

  富山市下堀９番地 
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３ 指定の取消しの年月日 

  令和６年４月20日 

 

 

土地改良区の役員の退任 

 大庄土地改良区の役員であった次の者が令和６年１月14日退任した旨届出があっ 

たので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第18項の規定により公告する。 

  令和６年５月27日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

  職 名    氏   名       住    所 

  監 事   山 口   勲   富山市小原屋 136番 

 

 

土地改良区の役員の退任 

 富山市蜷川土地改良区の役員であった次の者が令和６年４月５日退任した旨届出 

があったので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第18項の規定により公 

告する。 

  令和６年５月27日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

  職 名   氏   名       住     所 

  理 事  吉 田 幸 一   富山市二俣     295番地 

    同   北 野 孝 吉   同  蜷川     213番地１ 

    同   布 村   茂    同  布市     261番地 

    同   吉 田 精 彰   同  黒崎     326番地 

    同   高 稲   保   同  上袋     261番地 

    同   澤 野   裕   同  八日町    133番地 

   同   近 藤 政 男   同  黒瀬北町一丁目４番地７ 

   同   西 本 信 政   同  小杉     610番地１ 

  監 事  田 中 平 伸   同  赤田     412番地 
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    同   村 井   剛    同  布市     932番地 

    同   坂 本 弘 志    同  大泉本町一丁目11番26号 

 

 

土地改良区の役員の就任 

 富山市蜷川土地改良区の役員に次の者が令和６年４月６日就任した旨届出があっ 

たので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第18項の規定により公告する。 

  令和６年５月27日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

  職 名   氏   名        住     所 

  理 事  北 野 孝 吉   富山市蜷川     213番地１ 

    同   種 田 由 男   同  黒崎     198番地 

    同   布 村 一 郎    同  小杉     577番地１ 

    同   塚 田 博 久   同  布市     548番地 

    同   吉 田 輝 夫   同  二俣     170番地 

    同   野 澤 周 治   同  赤田     521番地 

   同   近 藤 政 男   同  黒瀬北町一丁目４番地７ 

   同   中 川 敏 弘   同  八日町    10番地 

  監 事  高 稲   保   同  上袋     261番地 

    同   村 井   剛    同  布市     932番地 

    同   坂 本 弘 志    同  大泉本町一丁目11番26号 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

正      誤 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 令和６年３月30日付け号外富山県規則第31号「富山県税条例施行規則の一部を改 

正する規則」中 
  

頁 
 
４ 

 
行 

 
上から１ 
及び３ 

 
誤 

 
自動車税額 

 
正 

 
自動車税種別割額 
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〃 

 
〃 

 

 
自動車取得税額 

 
自動車税環境性能割額 

 
〃 
 

 
上から４ 

 

 
備考の１中「※処理事項」 

 

 
備考の１中「「※処理事項」 
 

 

 令和６年３月29日付け号外⑹富山県訓令第５号「富山県道路監理員規程の一部を 

改正する訓令」中 
  

頁 
 
２ 

 
行 

 
上から12 
及び13 

 
誤 

 
係長 施設管理課の上席専門員 

 
正 
 

係長施設管理課の上席専門員 

 
〃 
 

 
下から12 

 

 
「道路維持課の班長 

 

 
「 道路維持課の班長 
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